
 

奥州市監査委員告示第14号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づき行った財政援助団体等監

査の結果を、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

令和６年11月29日 

奥州市監査委員 千 田   永 

奥州市監査委員 佐 藤 健 司  

奥州市監査委員 小野寺   重 

 

１ 監査の概要 

(1) 監査の実施期日 

予備監査 令和６年９月20日、９月24日及び９月25日 

本監査 令和６年９月30日 

 (2) 監査の対象 

ア 財政的援助を与えているもの（補助金） 

団体名 補助金等名称 担当部課等 

（株）リベラ・ホテルズ＆リゾーツ 旧国民宿舎衣川荘改修補助金 
商工観光部 

観光施設対策室 

イ 法第244条の２第３項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているもの 

団体名 施設の名称 担当部課等 

株式会社前沢温泉 前沢温泉保養交流館 
商工観光部 

観光施設対策室 

奥州市老人クラブ連合会 水沢高齢者創作館 
福祉部 

長寿社会課 

 (3) 監査事項 

令和５年度に市が財政的援助を与えているもの又は公の施設の管理を行わせている

ものに係る出納その他の事務の執行 

 (4) 監査の目的及び着眼点 

財政援助に係る事業又は公の施設の管理について、事業等が目的に沿って適正かつ効

率的に行われているか、団体及び市の事務が適正に執行されているか、市の団体に対す

る指導監督が適切に行われているかどうかを主眼として、奥州市監査基準に定める監査

の着眼点を基に、監査に必要な資料、諸帳簿等の提出を求め、これを照合、確認等する

とともに、必要に応じて関係職員等の説明を聴取しながら実施した。 

２ 監査の結果 

(1) 財政援助（補助金） 

ア 旧国民宿舎衣川荘改修補助金 

団体名 （株）リベラ・ホテルズ＆リゾーツ 

担当部課等 商工観光部観光施設対策室 

補助金の額 50,000,000円（補助対象事業費 140,763,000円） 

根拠法令等 奥州市補助金交付規則 



監査の結果 補助金に係る事務について、良好に執行されていたと認められた。 

なお、事務処理上留意すべき軽易な事項については、監査執行過程に

おいてその都度関係職員に改善を求めた。 

(2) 公の施設の管理（指定管理） 

ア 前沢温泉保養交流館 

  団体名 株式会社前沢温泉 

担当部課等 商工観光部観光施設対策室 

協定期間 令和５年４月１日から令和６年３月31日まで 

指定管理料 24,770,000円（令和５年度） 

根拠法令等 奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例、同条例施

行規則、前沢温泉保養交流館条例及び同条例施行規則 

監査の結果 公の施設の管理に係る事務について、良好に執行されていたと認められ

た。 

     なお、事務処理上留意すべき軽易な事項については、監査執行過程に

おいてその都度関係職員に改善を求めた。 

イ 水沢高齢者創作館 

  団体名 奥州市老人クラブ連合会 

  担当部課等 福祉部長寿社会課 

協定期間 令和５年４月１日から令和10年３月31日まで 

指定管理料 2,658,700円（令和５年度） 

根拠法令等 奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例、同条例施

行規則、水沢高齢者創作館条例 

監査の結果 公の施設の管理に係る事務について、良好に執行されていたと認められ

た。 

        なお、事務処理上留意すべき軽易な事項については、監査執行過程に

おいてその都度関係職員に改善を求めた。 


